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�愛媛県告示第８８５号
測量法（昭和２４年法律第１８８号）第１４条第１項の規定に基づき、

国土交通省国土地理院長から次のとおり基本測量を実施する旨の通

知があった。

平成２４年７月６日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 作業種類 基本測量（四国地方三角点標高改定に伴う三角点改

測作業）

２ 作業期間 平成２４年７月１７日から

平成２５年２月２８日まで

３ 作業地域 宇和島市、八幡浜市、西予市、鬼北町

�愛媛県告示第８８６号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、東予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２４年７月６日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第８８７号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。

平成２４年７月６日

愛媛県中予地方局長 岡 本 靖

�愛媛県告示第８８８号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

� 目 次 �
告 示

○ 基本測量の実施の通知……………………………………………………６０６

○ 道路の区域変更（県道落合久万線）……………………………………６０６

○ 開発行為に関する工事の完了……………………………………………６０６

○ 道路の区域変更（県道池田中山線）……………………………………６０６

○ 道路の供用開始（ 〃 ）……………………………………６０７

○ 道路の区域変更（県道長浜中村線）……………………………………６０７

○ 道路の供用開始（ 〃 ）……………………………………６０７

人事委員会公告

○ 平成２４年度愛媛県職員採用候補者（初級及び資格免許職）試験公

告……………………………………………………………………………６０７

○ 平成２４年度愛媛県少年補導職員採用候補者試験公告…………………６１１

○ 平成２４年度愛媛県警察官（男性）（高校卒程度）採用候補者試験

公告…………………………………………………………………………６１３

○ 平成２４年度愛媛県警察官（女性）（高校卒程度）採用候補者試験

公告…………………………………………………………………………６１６

公安委員会規則

○ 愛媛県道路交通規則の一部を改正する規則……………………………６１９

選挙管理委員会告示

○ 不在者投票のできる施設の指定の一部改正……………………………６１９

発 行 愛 媛 県

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 落合久万線
西条市丹原町鞍瀬庚３７０番３から

同市丹原町鞍瀬甲３３２番２まで

旧 ３．８～９．３ ０．０７５

新 １２．８～４１．３ ０．０７５

検 査 済 証 の 番 号
及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は
工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

開 発 許 可 を 受 け た
者 の 住 所 及 び 氏 名

２４中局建（開）第１１号

平成２４年６月２５日
伊予市上吾川字宮ノ前甲５０６－５、甲５０６－４

松山市湯の山６丁目９番地８

祖 母 井 聖

雑 報

○ 愛媛県個人情報保護条例第２７条第１項の規定による口頭による開

示請求をすることができる個人情報……………………………………６２０

告 示

毎週（火・金）曜日発行 第２３８３号 平成２４年７月６日

平成２４年７月６日金曜日 第２３８３号

愛 媛 県 報

６０６



��������������

��������������

��������������

人事委員会公告

その関係図面は、南予地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２４年７月６日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第８８９号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、南予地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２４年７月６日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第８９０号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、南予地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２４年７月６日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第８９１号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、南予地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２４年７月６日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県人事委員会公告第４号
平成２４年度愛媛県職員採用候補者（初級及び資格免許職）試験公告

平成２４年７月６日

愛媛県人事委員会

〒７９０－８５７０ 松山市一番町四丁目４番地２ 愛媛県庁内�
�
�
�
��

電話（０８９）９１２－２８２６

�
�
�
�
��職員採用情報ホームページ http://www.pref.ehime.jp/employment/

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 池田中山線
喜多郡内子町大瀬北４１５３番から

同町大瀬北４１５０番地先まで

旧 ４．１～１２．０ ０．１１１

新 ６．４～４０．２ ０．１１０

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 池田中山線
喜多郡内子町大瀬北４１５３番から

同町大瀬北４１５０番地先まで
平成２４年７月６日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 長浜中村線
大洲市長浜町長浜甲３００番３地先から

同町長浜甲３００番１地先まで

旧 ０．０ ０．０００

新 ７．０～８．４ ０．００９

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 長浜中村線
大洲市長浜町長浜甲３００番３地先から

同町長浜甲３００番１地先まで
平成２４年７月６日

愛 媛 県 報平成２４年７月６日 第２３８３号

６０７



◆第１次試験日 平成２４年９月２３日（日）

◆受 付 期 間 平成２４年８月１５日（水）～９月３日（月）

〔持 参〕 午前８時３０分～午後５時１５分（土曜日及び日曜日を除く）

〔郵 送〕 ９月３日（月）までの消印有効

〔インターネット〕 ８月１５日（水）午前８時３０分～８月２７日（月）午後５時１５分

１ 試験区分、採用予定人員及び職務内容

試験は、次の試験区分ごとに行いますが、このうち希望するいずれか一つについて受験の申込みができます。

なお、申込み後の試験区分の変更はできません。

� 初級

試 験 区 分 採 用 予 定 人 員 職 務 内 容

一 般 事 務 １１人程度
知事部局、教育委員会事務局等の本庁、地方機関、県立学校又は公立小・中学校に勤務し、

一般事務に従事します。

警 察 事 務 ３人程度 警察本部又は警察署に勤務し、警察事務に従事します。

� 資格免許職

試 験 区 分 採 用 予 定 人 員 職 務 内 容

卒

業

程

度

短

期

大

学

臨 床 検 査 技 師 ７人程度
知事部局又は公営企業管理局の本庁又は地方機関に勤務し、検体検査、生理機能検査、衛生・

環境に関する試験研究等の業務に従事します。

診療放射線技師 ４人程度
知事部局又は公営企業管理局の本庁又は地方機関に勤務し、放射線治療、検査等の診療放射

線に関する業務に従事します。

２ 受験資格

� 日本の国籍を有する者

ただし、資格免許職については、日本の国籍を有しない者であっても、次のいずれかに該当する者は受験することができます。

ア 出入国管理及び難民認定法（昭和２６年政令第３１９号）に定められている永住者

イ 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法（平成３年法律第７１号）に定められている特

別永住者

� 地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第１６条各号のいずれにも該当しない者

� それぞれの試験について、次に該当する者

ア 初級

試 験 区 分 生 年 月 日 学 歴 ・ そ の 他

一 般 事 務
平成３年４月２日から平成７年４月１日

までに生まれた者

学校教育法（昭和２２年法律第２６号）による大学（短期大学を除く。）又はこれ

と同等と人事委員会が認めるもの（以下「大学等」という。）を卒業した者及び

平成２５年３月末日までに大学等を卒業する見込みの者は、除く。警 察 事 務

イ 資格免許職

試 験 区 分 生 年 月 日 資 格 ・ 免 許

臨 床 検 査 技 師
昭和５８年４月２日から平成４年４月１日

までに生まれた者

臨床検査技師の免許を有する者又は平成２５年５月末日までにこの免許を取得す

る見込みの者

診 療 放 射 線 技 師
診療放射線技師の免許を有する者又は平成２５年５月末日までにこの免許を取得

する見込みの者

３ 試験の日時、試験会場及び合格発表

愛 媛 県 報平成２４年７月６日 第２３８３号
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区分 日 時 試 験 会 場 合 格 発 表

第

１

次

試

験

初

級

平成２４年９月２３日

（日曜日）

受付時間
�
�
�
�
�
�
�
�
�

午前８時１５時～午前９時

�
�
�
�
�
�
�
�
�

遅刻した場合は受験でき

ません。

午前９時１５分から

午後０時２０分まで
松山東高等学校

（松山市持田町二丁目２番１２号）

１０月中旬

第１次試験当日にお知らせします。資
格
免
許
職

午前９時１５分から

午後３時１５分まで

第
２
次
試
験

１０月下旬に松山市内で実施予定です。

詳細は、第１次試験合格者に通知します。
１１月下旬

合格発表は、合格者の受験番号を愛媛県庁前掲示板に掲示するほか、愛媛県職員採用情報ホームページ（以下「ホームページ」という。）

にも掲載します。

また、合格者には書面で通知します。

４ 試験の方法等

� 試験は、第１次試験及び第２次試験とし、次のとおり行います。

なお、第２次試験は、第１次試験合格者に対して行います。

区分 試験・検査種目 配 点 試 験 の 内 容

第

１

次

試

験

初

級

教 養 試 験 ５０点
高等学校卒業程度の一般的知識及び知能について、筆記試験を行います。（択一式５０題、解

答時間２時間）

適 性 試 験 ２１点
職務上必要な事務処理能力について、比較的簡単な問題を限られた時間内にできるだけ多く

解答する筆記試験を行います。（択一式、解答時間１５分）

資

格

免

許

職

教 養 試 験 ５０点
短期大学卒業程度の一般的知識及び知能について、筆記試験を行います。（択一式５０題、解

答時間２時間３０分）

専 門 試 験 ４０点

各試験区分に応じて必要な専門的知識及び技能について、筆記試験を行います。（択一式４０

題、解答時間２時間）

なお、試験の出題分野は、おおむね別表のとおりです。

第
２
次
試
験

口 述 試 験 ３００点 人物について総合的に評定するため、個別面接を行います。

作 文 試 験 ６０点 識見、思考力、表現力等について、作文試験を行います。（課題１題、解答時間１時間）

適 性 検 査 － 職務遂行に必要な適性について、検査を行います。

� 第１次試験合格者は、教養試験と適性試験又は専門試験の合計得点の高い順に決定します。ただし、各試験のうち、一定の基準に達

しない種目がある場合には、合計得点にかかわらず不合格となります。

� 最終合格者は、第１次試験の得点と第２次試験の得点を合計した総合得点の高い順に決定します。なお、その際、初級については、

第１次試験の合計得点を９０点満点に換算します。また、第２次試験の各試験種目、検査種目のうち、一定の基準に達しない種目がある

場合には、総合得点にかかわらず不合格となります。

	 教養及び専門試験の例題と前年度に出題した作文試験の課題を、ホームページに掲載しています。

また、愛媛県人事委員会事務局等において閲覧することもできます。

５ 受験手続

� 郵送又は持参による申込み

申
込
用
紙
の
入
手
方
法

ダウンロードする場合

下記からダウンロードして、印刷して使用してください。

（申請書等電子配布サービス）

http://www.pref.ehime.jp/sinsei/index.htm

郵便により交 付 を

請 求 す る 場 合

封筒の表に「初級請求」又は「資格免許職請求」と朱書し、宛先明記の返信用封筒（定型長形３号、９０円切手貼付）を

同封のうえ、愛媛県人事委員会事務局へ請求してください。

直接入手する 場 合
愛媛県人事委員会事務局、愛媛県地方局総務県民課（東予、中予及び南予）及び支局総務県民室（今治及び八幡浜）、

愛媛県東京事務所、愛媛県大阪事務所等で交付します。

申
込
方
法

郵送で申し込む場合

申込書及び受験票に必要事項を記入して、受験票に５０円切手を貼ってください。封筒の表に「初級申込み」又は「資格

免許職申込み」と朱書し、申込書及び受験票を封入し、簡易書留郵便により愛媛県人事委員会事務局（〒７９０－８５７０ 松

山市一番町四丁目４番地２）へ送付してください。簡易書留郵便によらない方法での事故については、一切責任を負いま

せん。

愛 媛 県 報平成２４年７月６日 第２３８３号
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窓 口 で 直 接

申 し 込 む 場 合
申込書及び受験票に必要事項を記入して、愛媛県人事委員会事務局へ持参してください。

受
験
票
の
交
付

郵送で申し込む場合

９月４日（火）以降に受験票を郵送します。受験票が届いたら、必ず最近６箇月以内に撮影した写真（上半身、脱帽、

正面向き、縦６�、横４．５�）を貼って、試験当日持参してください。
受験票が９月１４日（金）までに手元に届かない場合は、愛媛県人事委員会事務局へ問い合わせてください。

窓 口 で 直 接

申 し 込 む 場 合

受付後、その場で受験票を交付します。交付された受験票には、郵送で申し込む場合と同様に、必ず写真を貼って、試

験当日持参してください。

� インターネットによる申込み

愛媛県簡易申請システムの手続案内を確認してください。

（愛媛県簡易申請システム）http://www.shinsei-ehime.lg.jp/

６ 合格から採用まで

� この試験の最終合格者は、愛媛県職員採用候補者として、試験区分ごとに作成する採用候補者名簿に記載されます。

この名簿は、原則として、平成２５年４月以降の採用に対するもので、その有効期間は、この名簿に記載された日（合格通知書に記載）

から１年間です。

� 採用は、前記採用候補者名簿に記載された者のうちから任命権者（知事、公営企業管理者、教育委員会、警察本部長等）がそれぞれ

選考を行い、決定します。したがって、採用候補者名簿に記載された者がすべて採用されるとは限りません。

� 資格免許職については、所定の時期までに免許又は資格を取得しなかった場合は、採用されません。

� 日本の国籍を有しない者については、公権力の行使又は公の意思の形成への参画に携わる職以外の職に任用されます。

７ 給与

初任給は、職員の給与に関する条例（昭和２６年愛媛県条例第５７号）等の規定により、原則として、次のとおり支給され、このほか該当

者に対しては、扶養手当、住居手当、通勤手当、期末手当、勤勉手当等が支給されます。

� 初級

行政職給料表１級７号給（現行給料月額１４２，９１１円）

� 資格免許職

試 験 区 分 現 行 給 料 月 額

臨 床 検 査 技 師

診 療 放 射 線 技 師
医療職給料表�１級１９号給 １７１，５３４円

※ 学歴や職歴などに応じて、一定の基準により加算される場合があります。

８ 試験結果の開示

この試験の結果については、愛媛県個人情報保護条例（平成１３年愛媛県条例第４１号）第２７条第１項の規定に基づき、口頭により開示を

請求することができます。開示を請求する場合は、受験者本人が、本人であることを確認できる書類（学生証、運転免許証等）を持参の

うえ、午前８時３０分（合格発表当日のみ、午後１時）から午後５時１５分までの間に、愛媛県人事委員会事務局へ直接お越しください。

（ただし、土曜日、日曜日及び祝日は受付できません。）

なお、電話、はがき等による開示の請求はできませんので、注意してください。

開示請求できる人 開 示 内 容 開示期間 開 示 場 所

第１次試験不合格者
第１次試験の試験種目別得点、合計得点及び順位（ただし、一定の基準に達しない試

験種目がある者については、順位に代えて当該試験種目名）

第１次試験

合格発表の日

から１月間 愛媛県人事委員会

事 務 局

第２次試験受験者

第１次試験の試験種目別得点、合計得点及び順位並びに第２次試験の試験種目別得点、

総合得点及び総合順位（ただし、第２次試験で一定の基準に達しない試験種目又は検

査種目がある者については、総合順位に代えて当該試験種目名又は検査種目名）

第２次試験

合格発表の日

から１月間

別表（４関係）

専 門 試 験 （資格免許職）の 出 題 分 野

試験区分 出 題 分 野

臨 床 検 査 技 師
公衆衛生学、臨床検査総論（情報科学を含む）、生理学、病理学（解剖・組織学を含む）、臨床化学（生化学を含む）、血液学、

免疫・血清学、微生物学（医動物学を含む）

診療放射線技師

放射線物理学、放射線計測学、基礎医学、放射線生物学（放射線衛生学を含む）、診療画像機器学（医用工学を含む）、診療画像

検査学・エックス線撮影技術学、医用画像情報学（画像工学を含む）、核医学検査技術学（放射化学を含む）、放射線治療技術学、

放射線安全管理学
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�愛媛県人事委員会公告第５号
平成２４年度愛媛県少年補導職員採用候補者試験公告

平成２４年７月６日

愛媛県人事委員会

〒７９０－８５７０ 松山市一番町四丁目４番地２ 愛媛県庁内�
�
�
�
��

電話（０８９）９１２－２８２６

�
�
�
�
��職員採用情報ホームページ http://www.pref.ehime.jp/employment/

◆第１次試験日 平成２４年９月２３日（日）

◆受 付 期 間 平成２４年８月１５日（水）～９月３日（月）

〔持 参〕 午前８時３０分～午後５時１５分（土曜日及び日曜日を除く）

〔郵 送〕 ９月３日（月）までの消印有効

〔インターネット〕 ８月１５日（水）午前８時３０分～８月２７日（月）午後５時１５分

１ 試験区分、採用予定人員及び職務内容

試 験 区 分 採 用 予 定 人 員 職 務 内 容

少 年 補 導 職 員 １人程度 警察本部又は警察署に勤務し、少年補導、保護活動、支援活動、広報活動等の業務に従事します。

２ 受験資格

� 次のいずれかに該当する者

ア 昭和５２年４月２日から平成３年４月１日までに生まれた者

イ 平成３年４月２日以降に生まれた者で、学校教育法（昭和２２年法律第２６号）による大学（短期大学を除く。）若しくはこれと同等

と人事委員会が認めるもの（以下「大学等」という。）を卒業した者又は大学等を平成２５年３月末日までに卒業する見込みの者

� 日本の国籍を有する者

	 地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第１６条各号のいずれにも該当しない者


 次のいずれかに該当する者

ア 教員免許を有する者又は平成２５年３月末日までにこの免許を取得する見込みの者

イ 学校教育法による大学（短期大学を含む。）又はこれと同等と人事委員会が認めるものにおいて、児童心理学、発達心理学、教育

心理学、青年心理学その他の心理学を修学した者又はこれらを平成２５年３月末日までに修学する見込みの者

３ 試験の日時、試験会場及び合格発表

区 分 日 時 試 験 会 場 合 格 発 表

第 １ 次 試 験

平成２４年９月２３日（日曜日）

午前９時１５分から午後０時まで

受付時間
�
�
�
�
�
�
�

午前８時１５時～午前９時

�
�
�
�
�
�
�

遅刻した場合は受験できません。

松山東高等学校

（松山市持田町二丁目２番１２号）

１０月中旬

第１次試験当日にお知らせします。

第 ２ 次 試 験
１０月下旬に松山市内で実施予定です。

詳細は、第１次試験合格者に通知します。
１１月下旬

合格発表は、合格者の受験番号を愛媛県庁前掲示板に掲示するほか、愛媛県職員採用情報ホームページ（以下「ホームページ」という。）

にも掲載します。

また、合格者には書面で通知します。

４ 試験の方法等

� 試験は、第１次試験及び第２次試験とし、次のとおり行います。

なお、第２次試験は、第１次試験合格者に対して行います。

区分 試験・検査種目 配点 試 験 の 内 容

第
１
次
試
験

教 養 試 験 ５０点 大学卒業程度の一般的知識及び知能について、筆記試験を行います。（択一式５０題、解答時間２時間３０分）

口 述 試 験 １６８点 人物について総合的に評定するため、個別面接を行います。
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第
２
次
試
験

作 文 試 験 ３２点 識見、思考力、表現力等について、作文試験を行います。（課題１題、解答時間１時間）

適 性 検 査 － 職務遂行に必要な適性について、検査を行います。

� 第１次試験合格者は、教養試験の得点の高い順に決定します。ただし、一定の基準に達しない場合には、得点にかかわらず不合格と

なります。

� 最終合格者は、第１次試験の得点と第２次試験の得点を合計した総合得点の高い順に決定します。ただし、第２次試験の各試験種目、

検査種目のうち、一定の基準に達しない種目がある場合には、総合得点にかかわらず不合格となります。

� 教養試験の例題と前年度に出題した作文試験の課題を、ホームページに掲載しています。

また、愛媛県人事委員会事務局等において閲覧することもできます。

５ 受験手続

� 郵送又は持参による申込み

申
込
用
紙
の
入
手
方
法

ダウンロードする場合

下記からダウンロードして、印刷して使用してください。

（申請書等電子配布サービス）

http://www.pref.ehime.jp/sinsei/index.htm

郵便により交 付 を

請 求 す る 場 合

封筒の表に「少年補導職員請求」と朱書し、宛先明記の返信用封筒（定型長形３号、９０円切手貼付）を同封のうえ、愛

媛県人事委員会事務局へ請求してください。

直接入手する 場 合
愛媛県人事委員会事務局、愛媛県地方局総務県民課（東予、中予及び南予）及び支局総務県民室（今治及び八幡浜）、

愛媛県東京事務所、愛媛県大阪事務所等で交付します。

申
込
方
法

郵送で申し込む場合

申込書及び受験票に必要事項を記入して、受験票に５０円切手を貼ってください。封筒の表に「少年補導職員申込み」と

朱書し、申込書及び受験票を封入し、簡易書留郵便により愛媛県人事委員会事務局（〒７９０－８５７０ 松山市一番町四丁目

４番地２）へ送付してください。簡易書留郵便によらない方法での事故については、一切責任を負いません。

窓 口 で 直 接

申 し 込 む 場 合
申込書及び受験票に必要事項を記入して、愛媛県人事委員会事務局へ持参してください。

受
験
票
の
交
付

郵送で申し込む場合

９月４日（火）以降に受験票を郵送します。受験票が届いたら、必ず最近６箇月以内に撮影した写真（上半身、脱帽、

正面向き、縦６�、横４．５�）を貼って、試験当日持参してください。
受験票が９月１４日（金）までに手元に届かない場合は、愛媛県人事委員会事務局へ問い合わせてください。

窓 口 で 直 接

申 し 込 む 場 合

受付後、その場で受験票を交付します。交付された受験票には、郵送で申し込む場合と同様に、必ず写真を貼って、試

験当日持参してください。

� インターネットによる申込み

愛媛県簡易申請システムの手続案内を確認してください。

（愛媛県簡易申請システム）http://www.shinsei-ehime.lg.jp/

６ 合格から採用まで

� この試験の最終合格者は、愛媛県少年補導職員採用候補者名簿に記載されます。

この名簿は、原則として、平成２５年４月以降の採用に対するもので、その有効期間は、この名簿に記載された日（合格通知書に記載）

から１年間です。

� 採用は、前記採用候補者名簿に記載された者のうちから任命権者（警察本部長）が選考を行い、決定します。したがって、採用候補

者名簿に記載された者がすべて採用されるとは限りません。

� 採用者は、愛媛県警察本部において、少年補導職員として必要な教養を受け、警察本部又は警察署に配置されます。

７ 給与

初任給は、職員の給与に関する条例（昭和２６年愛媛県条例第５７号）等の規定により、原則として、行政職給料表１級２７号給（現行給料

月額１７６，３５５円）が支給され、このほか該当者に対しては、扶養手当、住居手当、通勤手当、超過勤務手当、期末手当、勤勉手当等が支

給されます。

８ 試験結果の開示

この試験の結果については、愛媛県個人情報保護条例（平成１３年愛媛県条例第４１号）第２７条第１項の規定に基づき、口頭により開示を

請求することができます。開示を請求する場合は、受験者本人が、本人であることを確認できる書類（学生証、運転免許証等）を持参の

うえ、午前８時３０分（合格発表当日のみ、午後１時）から午後５時１５分までの間に、愛媛県人事委員会事務局へ直接お越しください。

（ただし、土曜日、日曜日及び祝日は受付できません。）

なお、電話、はがき等による開示の請求はできませんので、注意してください。

開示請求できる人 開 示 内 容 開示期間 開 示 場 所

第１次試験不合格者
第１次試験の得点及び順位（ただし、一定の基準に達しない試験種目がある者につい

ては、順位に代えて当該試験種目名）

第１次試験

合格発表の日

から１月間
愛媛県人事委員会

事 務 局
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第２次試験受験者

第１次試験の得点及び順位並びに第２次試験の試験種目別得点、総合得点及び総合順

位（ただし、第２次試験で一定の基準に達しない試験種目又は検査種目がある者につ

いては、総合順位に代えて当該試験種目名又は検査種目名）

第２次試験

合格発表の日

から１月間

�愛媛県人事委員会公告第６号
平成２４年度愛媛県警察官（男性）（高校卒程度）採用候補者試験公告

平成２４年７月６日

愛媛県人事委員会

愛媛県警察本部

愛媛県警察官（男性）（高校卒程度）採用候補者試験を次のとおり行います。

なお、この試験を受けることにより、警視庁（東京都）、神奈川県、大阪府又は兵庫県の警察官になるみちがあります。

◆第１次試験日 平成２４年１０月１４日（日）

◆受 付 期 間 平成２４年８月１５日（水）～９月３日（月）

〔持 参〕 午前８時３０分～午後５時１５分（土曜日及び日曜日を除く）

〔郵 送〕 ９月３日（月）までの消印有効

〔インターネット〕 ８月１５日（水）午前８時３０分～８月２７日（月）午後５時１５分

◆試 験 会 場 松山会場 新居浜会場 宇和島会場

１ 試験区分、採用予定人員及び職務内容

試 験 区 分 都 府 県 名 採 用 予 定 人 員 職 務 内 容

高 校 卒 程 度

愛 媛 県 ３９人程度

個人の生命、身体及び財産の保護、犯罪の予防及び捜査、被疑者の逮捕、

交通の取締りその他公安の維持に従事します。

警 視 庁 ２人程度

神 奈 川 県 ２人程度

大 阪 府 ２人程度

兵 庫 県 ２人程度

第２志望まで選択することができますが、第１志望は必ず愛媛県としてください。愛媛県の第１次試験に合格した場合、第２志望はな

かったものとみなします。

また、申込み後の試験区分や志望都府県の変更はできません。

２ 受験資格

� 日本の国籍を有する者

� 地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第１６条各号のいずれにも該当しない者

� 昭和５７年４月２日から平成７年４月１日までに生まれた男子（学校教育法（昭和２２年法律第２６号）による大学（短期大学を除く。）

又はこれと同等と愛媛県人事委員会が認めるもの（以下「大学等」という。）を卒業した者及び大学等を平成２５年３月末日までに卒業

する見込みの者は、除く。）

ただし、警視庁の受験資格（生年月日）は「昭和５７年１０月１６日から平成７年４月１日まで」です。これに該当しない場合は、警視庁

を第２志望とすることはできません。

また、大学等に相当するものについては、他の都府県によっては愛媛県と異なる場合がありますので、志望する都府県に直接問い合

わせてください。

３ 試験の方法等

� 試験は、第１次試験及び第２次試験とし、次のとおり行います。

なお、第２次試験は、第１次試験に合格した者に対して行います。

区分 試験・検査 配点 試 験 の 内 容

教 養 試 験 ５０点 高等学校卒業程度の一般的知識及び知能について、筆記試験を行います。（択一式５０題、解答時間２時間）

職務遂行に必要な身体を有するかどうかについて、検査を行います。

項 目 基 準

第
１
次
試
験

身 長 おおむね１６０�以上であること。

体 重 おおむね４７�以上であること。

身 体 検 査 － 胸 囲 おおむね７８�以上であること。
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視 力 両眼とも、裸眼視力が０．６以上又は矯正視力が１．０以
上であること。

聴 力 完全であること。

そ の 他 身体に障害その他の異常がなく健康であること。

※基準に達しない項目がある場合、教養試験の得点にかかわらず不合格となります。

第
２
次
試
験

口 述 試 験 ７５点 人物について総合的に評定するため、個別面接を行います。

作 文 試 験 ３０点 識見、思考力、表現力等について、作文試験を行います。（課題１題、解答時間１時間）

体 力 検 査 －

職務遂行に必要な体力を有するかどうかについて、検査を行います。

種 目 基 準

反復横とび ５０回以上／２０秒間

握力 ４５�以上（左右の平均）

上体起こし ２５回以上／３０秒間

垂直とび ５５�以上

腕立伏臥腕屈伸 ３０回以上

２０ｍシャトルラン ６５回以上

長座体前屈 ４５�以上

※基準に達しない種目が４種目以上ある場合、総合得点にかかわらず不合格となります。

適 性 検 査 － 職務遂行に必要な適性について、検査を行います。

身体精密検査 －
職務遂行に必要な健康度について、所定の身体検査書の提出により検査を行います。
なお、弁色力については、次の基準で検査を行います。
○弁色力 職務遂行に支障がないこと。

� 第１次試験合格者は、教養試験の得点の高い順に決定します。ただし、教養試験、身体検査のうち、一定の基準に達しないものがあ

る場合は、得点にかかわらず不合格となります。

� 最終合格者は、第２次試験の総合得点の高い順に決定します。ただし、第２次試験の各試験、検査のうち、一定の基準に達しないも

のがある場合は、総合得点にかかわらず不合格となります。

� 教養試験の例題及び前年度に出題した作文試験の課題を、愛媛県職員採用情報ホームページ（以下「ホームページ」という。）に掲

載しています。

また、愛媛県人事委員会事務局等において閲覧することもできます。

� 第１次試験当日には、身体検査に適した服装を準備してください。

※ 身体検査の基準及び第２次試験の試験方法等は愛媛県のものです。他の都府県については、それぞれの都府県に直接問い合わせてく

ださい。

４ 試験日、試験会場及び合格発表

区 分 試 験 日 受験地 試 験 会 場 合 格 発 表

第 １ 次 試 験

平成２４年１０月１４日（日）

午前 教養試験

午後 身体検査

松 山
松山工業高等学校

（松山市真砂町１番地）

１０月下旬

第１次試験当日にお知らせします。
新居浜

新居浜商業高等学校

（新居浜市瀬戸町２番１６号）

宇和島
宇和島東高等学校

（宇和島市文京町１番１号）

第 ２ 次 試 験
１１月上旬に松山市内で実施予定です。

詳細は、第１次試験合格者に通知します。
１２月上旬

愛媛県の合格発表は、合格者の受験番号を愛媛県庁前掲示板に掲示するほか、ホームページ上にも掲載します。
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また、合格した者には書面で通知します。

※ 愛媛県以外の都府県については、それぞれの都府県に直接問い合わせてください。

５ 受験手続

� 郵送又は持参による申込み

申
込
用
紙
の
入
手
方
法

ダウンロードする場合
下記からダウンロードして、印刷して使用してください。

（申請書等電子配布サービス）http://www.pref.ehime.jp/sinsei/index.htm

郵便により交 付 を

請 求 す る 場 合

封筒の表に「警察官（男性・高卒程度）請求」と朱書し、宛先明記の返信用封筒（定型長形３号、９０円切手貼付）を同

封のうえ、愛媛県人事委員会事務局へ請求してください。

直接入手する 場 合 愛媛県人事委員会事務局、愛媛県警察本部警務課、愛媛県警察学校又は県下各警察署等で交付します。

申
込
方
法

郵送で申し込む場合

申込書及び受験票に必要事項を記入して、受験票に５０円切手を貼ってください。封筒の表に「警察官（男性・高卒程度）

申込み」と朱書し、申込書及び受験票を封入し、簡易書留郵便により愛媛県人事委員会事務局へ送付してください。簡易

書留郵便によらない方法での事故については、一切責任を負いません。

窓 口 で 直 接

申 し 込 む 場 合
申込書及び受験票に必要事項を記入して、愛媛県人事委員会事務局へ持参してください。

受
験
票
の
交
付

郵送で申し込む場合

９月４日（火）以降に受験票を郵送します。受験票が届いたら、必ず最近６箇月以内に撮影した写真（上半身、脱帽、

正面向き、縦６�、横４．５�）を貼って、試験当日持参してください。
受験票が１０月５日（金）までに手元に届かない場合は、愛媛県人事委員会事務局へ問い合わせてください。

窓 口 で 直 接

申 し 込 む 場 合

受付後、その場で受験票を交付します。交付された受験票には、郵送で申し込む場合と同様に、必ず写真を貼って、試

験当日持参してください。

� インターネットによる申込み

愛媛県簡易申請システムの手続案内を確認してください。

（愛媛県簡易申請システム）http://www.shinsei-ehime.lg.jp/

６ 合格から採用まで

� この試験の最終合格者は、愛媛県警察官（男性）（高校卒程度）採用候補者名簿に記載されます。

この名簿は、原則として、平成２５年４月以降の採用に対するものであり、その有効期間は、この名簿に記載された日（合格通知書に

記載）から１年間です。

� 採用は、前記採用候補者名簿に記載された者のうちから任命権者（警察本部長）が選考を行い、決定します。したがって、採用候補

者名簿に記載された者がすべて採用されるとは限りません。

� 採用者は、愛媛県巡査に任命されます。任命後は、愛媛県警察学校に入校し、１０箇月間初任教養を受けた後、県下各警察署に配置さ

れます。

� 警察官の昇任は、誰でも成績次第で、管区警察学校又は警察大学校に入校して幹部としての教養を受ける機会が与えられ、上級の警

察官への昇進のみちが開けています。

※ 愛媛県以外の都府県については、それぞれの都府県に直接問い合わせてください。

７ 給与等

� 初任給は、職員の給与に関する条例（昭和２６年愛媛県条例第５７号）等の規定により、原則として、短大卒程度で公安職給料表１級１３

号給（現行給料月額１７９，７６９円）、高校卒程度で公安職給料表１級５号給（現行給料月額１６５，４０８円）が支給され、このほか該当者に対

しては、扶養手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、超過勤務手当、期末手当、勤勉手当等が支給されます。

� 勤務に必要な被服等が支給されます。

※ 愛媛県以外の都府県については、それぞれの都府県に直接問い合わせてください。

８ 試験結果の開示

この試験の結果については、愛媛県個人情報保護条例（平成１３年愛媛県条例第４１号）第２７条第１項の規定に基づき、口頭で開示を請求

することができます。開示を請求する場合は、受験者本人が、本人であることを確認できる書類（学生証、運転免許証等）を持参のうえ、

午前８時３０分（合格発表当日のみ、午後１時）から午後５時１５分までの間に、愛媛県人事委員会事務局へ直接おいでください。（ただし、

土曜日、日曜日及び祝日は受付できません。）

なお、電話、はがき等による開示の請求はできませんので、注意してください。

開示請求できる人 開 示 内 容 開 示 期 間 開 示 場 所

愛媛県の第１次

試 験 不 合 格 者

第１次試験の得点及び順位

（ただし、一定の基準に達しない試験又は検査がある者については、順

位に代えて当該試験名又は検査名）

愛媛県の第１次試験合

格発表の日から１月間
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愛媛県の第２次

試 験 受 験 者

第１次試験の得点及び順位並びに第２次試験の試験別得点、総合得点及

び総合順位

（ただし、一定の基準に達しない試験又は検査がある者については、総

合順位に代えて当該試験名又は検査名）

愛媛県の第２次試験合

格発表の日から１月間

愛媛県人事委員会事務局

※ 愛媛県以外の都府県の試験結果の開示については、それぞれの都府県に直接問い合わせてください。

９ 問い合わせ先等

申 込 み 先

問 い 合 わ せ 先

愛媛県人事委員会事務局 採用給与課 任用試験係

〒７９０－８５７０ 松山市一番町四丁目４番地２

電話 ０８９－９１２－２８２６

ホームページ http://www.pref.ehime.jp/employment/

問 い 合 わ せ 先

愛媛県警察本部 警務課

〒７９０－８５７３ 松山市南堀端町２番地２

電話 ０８９－９３４－０１１０ 内線２６２１・２６２３

愛 媛 県 以 外 の

都府県に関する

問 い 合 わ せ 先

警視庁採用センター

電話 ０１２０－３１４－３７２

神奈川県警察本部警務課採用係

電話 ０１２０－０３－４１４５

大阪府警察官採用センター

電話 ０１２０－３７０－３１４

兵庫県警察官採用センター

電話 ０１２０－１４５－３１４

�愛媛県人事委員会公告第７号
平成２４年度愛媛県警察官（女性）（高校卒程度）採用候補者試験公告

平成２４年７月６日

愛媛県人事委員会

愛媛県警察本部

愛媛県警察官（女性）（高校卒程度）採用候補者試験を次のとおり行います。

◆第１次試験日 平成２４年１０月１４日（日）

◆受 付 期 間 平成２４年８月１５日（水）～９月３日（月）

〔持 参〕 午前８時３０分～午後５時１５分（土曜日及び日曜日を除く）

〔郵 送〕 ９月３日（月）までの消印有効

〔インターネット〕 ８月１５日（水）午前８時３０分～８月２７日（月）午後５時１５分

◆試 験 会 場 松山会場 新居浜会場 宇和島会場

１ 試験区分、採用予定人員及び職務内容

試 験 区 分 採 用 予 定 人 員 職 務 内 容

高 校 卒 程 度 ６人程度
個人の生命、身体及び財産の保護、犯罪の予防及び捜査、被疑者の逮捕、交通の取締りその他公安

の維持に従事します。

２ 受験資格

� 日本の国籍を有する者

� 地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第１６条各号のいずれにも該当しない者

� 昭和５７年４月２日から平成７年４月１日までに生まれた女子（学校教育法（昭和２２年法律第２６号）による大学（短期大学を除く。）

又はこれと同等と愛媛県人事委員会が認めるもの（以下「大学等」という。）を卒業した者及び大学等を平成２５年３月末日までに卒業

する見込みの者は、除く。）

３ 試験の方法等

� 試験は、第１次試験及び第２次試験とし、次のとおり行います。

なお、第２次試験は、第１次試験に合格した者に対して行います。

区分 試験・検査 配点 試 験 の 内 容

教 養 試 験 ５０点 高等学校卒業程度の一般的知識及び知能について、筆記試験を行います。（択一式５０題、解答時間２時間）

職務遂行に必要な身体を有するかどうかについて、検査を行います。

項 目 基 準

身 長 おおむね１５３�以上であること。
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第
１
次
試
験

体 重 おおむね４３�以上であること。

身 体 検 査 －
視 力 両眼とも、裸眼視力が０．６以上又は矯正視力が１．０以

上であること。

聴 力 完全であること。

そ の 他 身体に障害その他の異常がなく健康であること。

※基準に達しない項目がある場合、教養試験の得点にかかわらず不合格となります。

第
２
次
試
験

口 述 試 験 ７５点 人物について総合的に評定するため、個別面接を行います。

作 文 試 験 ３０点 識見、思考力、表現力等について、作文試験を行います。（課題１題、解答時間１時間）

体 力 検 査 －

職務遂行に必要な体力を有するかどうかについて、検査を行います。

種 目 基 準

反復横とび ４０回以上／２０秒間

握力 ２５�以上（左右の平均）

上体起こし １５回以上／３０秒間

垂直とび ４０�以上

腕立伏臥腕屈伸 １５回以上

２０ｍシャトルラン ３５回以上

長座体前屈 ４５�以上

※基準に達しない種目が４種目以上ある場合、総合得点にかかわらず不合格となります。

適 性 検 査 － 職務遂行に必要な適性について、検査を行います。

身体精密検査 －
職務遂行に必要な健康度について、所定の身体検査書の提出により検査を行います。
なお、弁色力については、次の基準で検査を行います。
○弁色力 職務遂行に支障がないこと。

� 第１次試験合格者は、教養試験の得点の高い順に決定します。ただし、教養試験、身体検査のうち、一定の基準に達しないものがあ

る場合は、得点にかかわらず不合格となります。

� 最終合格者は、第２次試験の総合得点の高い順に決定します。ただし、第２次試験の各試験、検査のうち、一定の基準に達しないも

のがある場合は、総合得点にかかわらず不合格となります。

� 教養試験の例題及び前年度に出題した作文試験の課題を、愛媛県職員採用情報ホームページ（以下「ホームページ」という。）に掲

載しています。

また、愛媛県人事委員会事務局等において閲覧することもできます。

� 第１次試験当日には、身体検査に適した服装を準備してください。

４ 試験日、試験会場及び合格発表

区 分 試 験 日 受験地 試 験 会 場 合 格 発 表

第 １ 次 試 験

平成２４年１０月１４日（日）

午前 教養試験

午後 身体検査

松 山
松山工業高等学校

（松山市真砂町１番地）

１０月下旬

第１次試験当日にお知らせします。
新居浜

新居浜商業高等学校

（新居浜市瀬戸町２番１６号）

宇和島
宇和島東高等学校

（宇和島市文京町１番１号）

第 ２ 次 試 験
１１月上旬に松山市内で実施予定です。

詳細は、第１次試験合格者に通知します。
１２月上旬

合格発表は、合格者の受験番号を愛媛県庁前掲示板に掲示するほか、ホームページ上にも掲載します。
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また、合格した者には書面で通知します。

５ 受験手続

� 郵送又は持参による申込み

申
込
用
紙
の
入
手
方
法

ダウンロードする場合
下記からダウンロードして、印刷して使用してください。

（申請書等電子配布サービス）http://www.pref.ehime.jp/sinsei/index.htm

郵便により交 付 を

請 求 す る 場 合

封筒の表に「警察官（女性・高卒程度）請求」と朱書し、宛先明記の返信用封筒（定型長形３号、９０円切手貼付）を同

封のうえ、愛媛県人事委員会事務局へ請求してください。

直接入手する 場 合 愛媛県人事委員会事務局、愛媛県警察本部警務課、愛媛県警察学校又は県下各警察署等で交付します。

申
込
方
法

郵送で申し込む場合

申込書及び受験票に必要事項を記入して、受験票に５０円切手を貼ってください。封筒の表に「警察官（女性・高卒程度）

申込み」と朱書し、申込書及び受験票を封入し、簡易書留郵便により愛媛県人事委員会事務局へ送付してください。簡易

書留郵便によらない方法での事故については、一切責任を負いません。

窓 口 で 直 接

申 し 込 む 場 合
申込書及び受験票に必要事項を記入して、愛媛県人事委員会事務局へ持参してください。

受
験
票
の
交
付

郵送で申し込む場合

９月４日（火）以降に受験票を郵送します。受験票が届いたら、必ず最近６箇月以内に撮影した写真（上半身、脱帽、

正面向き、縦６�、横４．５�）を貼って、試験当日持参してください。
受験票が１０月５日（金）までに手元に届かない場合は、愛媛県人事委員会事務局へ問い合わせてください。

窓 口 で 直 接

申 し 込 む 場 合

受付後、その場で受験票を交付します。交付された受験票には、郵送で申し込む場合と同様に、必ず写真を貼って、試

験当日持参してください。

� インターネットによる申込み

愛媛県簡易申請システムの手続案内を確認してください。

（愛媛県簡易申請システム）http://www.shinsei-ehime.lg.jp/

６ 合格から採用まで

� この試験の最終合格者は、愛媛県警察官（女性）（高校卒程度）採用候補者名簿に記載されます。

この名簿は、原則として、平成２５年４月以降の採用に対するものであり、その有効期間は、この名簿に記載された日（合格通知書に

記載）から１年間です。

� 採用は、前記採用候補者名簿に記載された者のうちから任命権者（警察本部長）が選考を行い、決定します。したがって、採用候補

者名簿に記載された者がすべて採用されるとは限りません。

� 採用者は、愛媛県巡査に任命されます。任命後は、愛媛県警察学校に入校し、１０箇月間初任教養を受けた後、県下各警察署に配置さ

れます。

� 警察官の昇任は、誰でも成績次第で、管区警察学校又は警察大学校に入校して幹部としての教養を受ける機会が与えられ、上級の警

察官への昇進のみちが開けています。

７ 給与等

� 初任給は、職員の給与に関する条例（昭和２６年愛媛県条例第５７号）等の規定により、原則として、短大卒程度で公安職給料表１級１３

号給（現行給料月額１７９，７６９円）、高校卒程度で公安職給料表１級５号給（現行給料月額１６５，４０８円）が支給され、このほか該当者に対

しては、扶養手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、超過勤務手当、期末手当、勤勉手当等が支給されます。

� 勤務に必要な被服等が支給されます。

８ 試験結果の開示

この試験の結果については、愛媛県個人情報保護条例（平成１３年愛媛県条例第４１号）第２７条第１項の規定に基づき、口頭で開示を請求

することができます。開示を請求する場合は、受験者本人が、本人であることを確認できる書類（学生証、運転免許証等）を持参のうえ、

午前８時３０分（合格発表当日のみ、午後１時）から午後５時１５分までの間に、愛媛県人事委員会事務局へ直接おいでください。（ただし、

土曜日、日曜日及び祝日は受付できません。）

なお、電話、はがき等による開示の請求はできませんので、注意してください。

開示請求できる人 開 示 内 容 開示期間 開 示 場 所

第１次試験不合格者

第１次試験の得点及び順位

（ただし、一定の基準に達しない試験又は検査がある者については、順位に代えて当

該試験名又は検査名）

第１次試験

合格発表の日

から１月間 愛媛県人事委員会

事 務 局

第２次試験受験者

第１次試験の得点及び順位並びに第２次試験の試験別得点、総合得点及び総合順位

（ただし、一定の基準に達しない試験又は検査がある者については、総合順位に代え

て当該試験名又は検査名）

第２次試験

合格発表の日

から１月間

９ 問い合わせ先等

愛 媛 県 報平成２４年７月６日 第２３８３号
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公安委員会規則

選挙管理委員会告示

申 込 み 先

問 い 合 わ せ 先

愛媛県人事委員会事務局 採用給与課 任用試験係

〒７９０－８５７０ 松山市一番町四丁目４番地２

電話 ０８９－９１２－２８２６

ホームページ http://www.pref.ehime.jp/employment/

問 い 合 わ せ 先

愛媛県警察本部 警務課

〒７９０－８５７３ 松山市南堀端町２番地２

電話 ０８９－９３４－０１１０ 内線２６２１・２６２３

�愛媛県公安委員会規則第５号
愛媛県道路交通規則の一部を改正する規則を次のように定める。

平成２４年７月６日

愛媛県公安委員会委員長 亀 岡 マリ子

愛媛県道路交通規則の一部を改正する規則

愛媛県道路交通規則（昭和４７年愛媛県公安委員会規則第２号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（安全運転管理者等の届出等）

第１３条 省略

２・３ 省略

４ 第１項の安全運転管理者等の選任の届出書には、次の各号に掲

げる書類を添付しなければならない。

� 安全運転管理者等の戸籍抄本又は住民票の写し

�～� 省略

５ 省略

（安全運転管理者等の届出等）

第１３条 省略

２・３ 省略

４ 第１項の安全運転管理者等の選任の届出書には、次の各号に掲

げる書類を添付しなければならない。

� 安全運転管理者等の戸籍抄本又は住民票の写し（住民基本台

帳法（昭和４２年法律第８１号）の適用を受けない者である場合に

あつては、外国人登録法（昭和２７年法律第１２５号）第５条第１項

に規定する登録証明書の写し）

�～� 省略

５ 省略

附 則

この規則は、平成２４年７月９日から施行する。

�愛媛県選挙管理委員会告示第３３号
不在者投票のできる施設の指定（平成２２年２月愛媛県選挙管理委員会告示第９号）の一部を次のように改正し、告示の日から施行する。

平成２４年７月６日

愛媛県選挙管理委員会委員長 西 � 健

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

１・２ 省略

３ 老人ホーム

１・２ 省略

３ 老人ホーム

名 称 種類 所 在 地 指定年月日 名 称 種類 所 在 地 指定年月日

省略 省略

ケアハウスアテーナ 省略 ケアハウスアテーナ 省略

さらさ道後 有料老人

ホーム

松山市祝谷東

町乙８１３－８

平成 年

月 日

省略 省略

愛 媛 県 報平成２４年７月６日 第２３８３号

６１９



雑 報

４・５ 省略 ４・５ 省略

�公 告

愛媛県個人情報保護条例（平成１３年愛媛県条例第４１号）第２７条第１項の規定により、口頭による開示請求をすることができる個人情報を

次のとおり定めた。

平成２４年７月６日

公立大学法人愛媛県立医療技術大学

理事長 井 出 利 憲

口頭による開示請求をすることができる個人情報の内容
口頭による開示請求をすることが
できる期間

口頭による開示請求をすることが
できる場所

試験等の名称 開示する内容

公立大学法人愛媛県立医療技術大学職
員採用試験

第１次試験不合格者に係る得点及び順
位 第１次試験の合格発表の日から１月間 愛媛県立医療技術大学

第２次試験受験者に係る第１次試験の
得点及び順位、第２次試験の得点及び
順位並びに総合得点及び総合順位

第２次試験の合格発表の日から１月間

平成２４年７月６日 発行
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